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民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された守秘義務を持つ特別地方公務員です。
生活の不安や子育ての悩みなど地域で困っている方の身近な相談相手であり、市役所や社会福祉協議会な

どの専門機関へのつなぎ役として活動しています。
　市内では現在、124人の民生委員・児童委員と14人の主任児童委員が、それぞれの地区で地域福祉の推進に取
り組んでいます。

▽法に基づいた守秘義務があり、相談内容が漏れることはありません。
　安心してご相談ください。

▽無報酬で活動しているボランティアで、地域住民の身近な相談相手です。

＊地域ごとに担当の委員が決まっています。委員の氏名や連絡先については、お問い合わせください。

問い合わせ先…福祉政策課　内線 2492

各地域の「民生委員・児童委員」をご存知ですか？
一人で悩まず、お気軽にご相談ください！

福祉サービスの制度や
窓口が分からない

育児や子どものしつけで悩んでいる

近所で児童虐待・高齢者虐待
らしい様子を目撃した

病気やけがで生活に
困っている

～５月12日は「民生委員・児童委員」の日～支えあう 住みよい社会 地域から

　訪問活動
　地域住民のお宅を訪ねて、安全安心に生活できているか確認します。
　サロン活動
　地域住民の集いの場や仲間作りの場を提供しています。
　挨拶運動
　子どもたちの登下校の時間に通学路に立って、見守りや挨拶運動をします。
　定例会（民生委員・児童委員同士の情報交換）　
　各地域の協議会単位で、地域の問題やお知らせを相談し合います。

身体に障がいがあるので、
災害時の避難が不安
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